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「１９年度給与改定」（第２回）小委員会交渉  

 
１．日 時 2007 年 11 月 7 日（水）10 時 55 分から 11 時 01 分 

２．場 所 東京区政会館１７階交渉室 

３．出席者 

区長会： 

布施総務部長会副会長（新宿区）、岩﨑総務部長会副会長（台東区）、 

小林人事企画部長（特人厚）、 

荒牧調査課長（特人厚）、中田勤労課長（特人厚） 

清掃労組： 

金子副委員長、大島書記長、染書記次長、山崎財政部長、 

纐纈組織部長、野崎共闘部長、大和田賃金部長、木川教宣部長 

 
〈当局〉 

それでは、私から申し上げます。  
本日は、「地域手当の改定に伴う退職手当調整額の単価の改正について

（案）」他２件について、別紙のとおり提案いたします。  

まず、地域手当の改定に伴う退職手当調整額の単価の改正について申し

上げます。退職手当調整額の単価につきましては、地域手当の支給割合が

１８％に達した時を本則の１，０００円とし、それまでの間は地域手当の

支給割合に応じた額を経過措置として定めております。 

本年、特別区人事委員会から地域手当を１４．５％に引き上げる勧告を

受けましたが、現在定めている経過措置に地域手当１４．５％に対応する

調整額単価を定めていないことから、新たに１４．５％に対応する単価を

設定するものであります。  
地域手当の支給割合が１４．５％の場合における、退職手当の調整額の

単価につきましては、４４０円といたします。  
また、本改正案は、地域手当の支給割合が１４．５％に改定された日以

後の退職に係る退職手当について適用するものといたします。  

 次に、育児短時間勤務に係る給与の取扱いについて申し上げます。  
 本案は、本年、地方公務員の育児休業等に関する法律が改正され、育児
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短時間勤務制度が新たに導入されることとなったことから、給与上の取扱

いを定めるものであります。  
育児短時間勤務職員の給料月額は、当該育児短時間勤務職員が週４０時

間勤務の場合に支給される給料月額に、当該育児短時間勤務職員の１週間

の勤務時間数を４０時間で除して得た数を乗じた額といたします。また、

育児短時間勤務をしていることをもって、昇給抑制の対象とはしないこと

といたします。  
これらの取扱いは、国の制度、再任用短時間職員に適用される給与制度

及び育児休業や部分休業制度との均衡を図ったものです。  
なお、施行日につきましては、平成２０年４月１日といたします。 

 次に、育児休業及び部分休業に係る昇給抑制措置の見直しについて申し

上げます。  
 育児休業及び部分休業につきましては、現在、昇給抑制の対象となって

おりますが、国の制度との均衡等を考慮し、昇給抑制の対象から除外する

ことといたします。  
また、本改正案は、平成２０年４月１日から施行し、平成１９年８月１

日以後の育児休業の期間及び同日以後に取得した部分休業から適用するこ

とといたします。  

私どもといたしましては、今後、皆さんと精力的に協議してまいりたい

と考えておりますのでよろしくお願いいたします。  
 私からは、以上です。  
 
〈清掃労組〉 

ただ今、みなさんから「地域手当の改定に伴う退職手当調整額の単価の

改正について（案）」「育児短時間勤務に係る給与の取扱い（案）」「育児休

業及び部分休業に係る昇給抑制措置の見直し（案）」の 3 点について提案

がありました。  

1 点目の、「地域手当の改定に伴う退職手当調整額の単価の改正（案）」

については、昨年度の妥結結果を踏まえた提案内容であることを確認して

おきたいと思います。  

2 点目の、「育児短時間勤務に係る給与の取扱い」についてですが、育

児にかかる費用負担の他に、給与等についても勤務時間に応じて削減され
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てしまっては、職員の生活は成り立たなくなってしまうことも十分に考え

られます。折角、制度を整備しても、その制度が職員に有効に活用されな

ければ何ら意味のない制度になってしまいます。職員が喜んで活用するよ

う給与上における配慮を十分に図られるよう強く求めておきます。  

3 点目の、「育児休業及び部分休業に係る昇給抑制措置の見直し（案）」

についての考え方が示されましたが、昇給抑制措置の見直し以外にも、期

末・勤勉手当や退職手当の除算項目の対象についても見直すべきであると

考えます。今回の見直しだけでは不十分であると申し上げておきます。  
今後の専門委員会交渉の場で、十分に協議を続けてまいりたいと考えて

いますのでよろしくお願いいたします。  

なお、昨年度から継続協議となっております、「勧奨退職特例措置の各

区事項化」等につきましては、私どもの考え方に変わりはないことを申し

上げておきます。  
 

〈当局〉 

皆さんの主張は主張としてお伺いいたしました。  

退職手当調整額の単価につきましては、昨年の皆さんとの合意内容を踏

まえ、地域手当の支給割合の改定に応じた額を定めております。  

私どもといたしましては、皆さんと誠意をもって真摯に協議を進め、諸

課題の解決を図ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

以上  










